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本日の議論

⚫ 2022年3月の電力需給ひっ迫を契機とした必要供給力の見直し結果を反映するにあ
たり、供給力確保策全体の在り方や費用負担・回収の在り方等に関する御議論が進め
られてきた。

⚫ 2023年5月25日に開催された第79回制度検討作業部会において容量市場における
調達量の控除の考え方が整理された。また、 2023年5月30日に開催された電力・ガ
ス基本政策小委員会において費用負担の在り方について整理が進められた。それらの
御議論についての振り返り、及び御報告をさせていただきたい。

⚫ また、第79回制度検討作業部会では、容量市場における非効率石炭火力の誘導措
置の見直しの必要性についても御議論をいただいた。今後の検討の方向性を提示させ
ていただき、引き続き御議論をいただきたい。
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1. 必要供給力と費用負担の全体像

2. 非効率石炭火力の稼働に関する誘導措置
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必要供給力と費用負担に関する整理の状況

⚫ 2022年3月の電力需給ひっ迫を契機とした必要供給力の見直しについては、電力広
域的運営推進機関が2023年1月24日に開催した第81回調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会で整理された。

⚫ 一方、供給力確保策全体における容量市場での調達量の考え方や、各仕組みにおけ
る費用負担の在り方については議論が継続されてきた。

⚫ 2023年3月29日に開催された第60回電力・ガス基本政策小委員会では、社会コスト
の徒な増加を抑止するため、容量市場外の供給力が一定程度見込まれる状況下にお
いては、必要供給力から一定量を控除して容量市場で調達する考え方が示された。

⚫ その後、容量市場外の供給力の分析を踏まえ、2023年5月25日に開催された第79
回制度検討作業部会では容量市場での調達量から差し引く控除量を120万kWとす
る方向性が提示され、継続検証の必要性に関する御意見と共に、一定の御賛同をいた
だいた。

⚫ また、容量市場での供給力の調達に関する費用負担については、2023年5月30日に
開催された第62回電力・ガス基本政策小委員会において、これまで小売負担として整
理されていた稀頻度リスク対応分を託送負担とする方向性が提示され、一定の御賛同
をいただいた。
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【参考】調整力及び需給バランス評価等に関する委員会提示された基本方針

第81回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（2023年1月24日）資料1
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【参考】電力・ガス基本政策小委員会における必要供給力と容量市場の関係に関する示唆

第60回 電力・ガス基本政策小委員会
（2023年3月29日）資料3
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【参考】容量市場調達分からの控除量
第79回 制度検討作業部会
（2023年5月25日）資料3
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【参考】容量市場外の供給力に関する考察
第79回 制度検討作業部会
（2023年5月25日）資料3
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【参考】供給力調達における稀頻度リスク対応分の取扱い
第62回 電力・ガス基本政策小委員会

（2023年5月30日）資料3
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必要供給力と費用負担の全体像

⚫ これまでの議論を踏まえ、2027年度実需給向けの容量市場メインオークションより必要供給力か
ら控除量(120万kW)を考慮した調達が実施され*1、費用負担についても2027年度実需給分
からH3需要の8%相当が託送負担分*2となる。

⚫ なお、2025年度及び2026年度の実需給分はメインオークションを開催済みである。これまでの議
論を踏襲したうえで、今後必要に応じて具体的な取扱いを明確にすることとしてはどうか。

稀頻度リスク
H3需要の1%

厳気象対応
H3需要の3%

偶発的需給変動
H3需要の7%

持続的需要変動
H3需要の2%

H3需要想定

追加設備量
H3需要の2～3%

小売負担分
（託送負担分を除いた残分）

託送

小売

小売

託送

小売

小売

託送負担分
H3需要の8%相当

FIT／FIP調達分

必要供給力の想定外事象 必要供給力の想定外事象

構成要素と費用負担 費用負担区分の概観

控除量（120万kW）

容量市場
調達量

追加オークション調達分
(H3需要の2%)を含む

必要
供給力

*4

*1,*3

*2 ,*3

*1：必要供給力からの控除量は、FIT電源等の期待容量や追加オークション調達分と同様に約定処理において供給曲線に織り込むことを想定。
*2：エリアの約定価格×エリアのH3需要に8%を乗じた金額について、エリア毎の一般送配電事業者・配電事業者の負担総額が算定される（マルチプライスが生じた場合は、エリアの約定価格に加味される）。
*3：控除量の裏付けとなる供給力は、容量市場外であっても小売事業者の負担により固定費を回収していると考えられる。また、託送負担分はH3需要に対する割合として整理されている。そのため、控除量の費用負担は小売負担
分の減少として整理することを想定。
*4：計画停止可能量を確保するために必要な供給力である「追加設備量」の一部には、必要供給力の見直しに伴う春秋の厳気象対応分と稀頻度リスク対応分が含まれる。
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1. 必要供給力と費用負担の全体像

2. 非効率石炭火力の稼働に関する誘導措置



非効率石炭火力の稼働抑制に関する誘導措置について

⚫ 2023年5月25日に開催された第79回制度検討作業部会では、非効率石炭火力の稼働に関
する誘導措置見直しの必要性について御議論をいただいた。

⚫ 2026年度実需給向けのメインオークションにおいてLNG火力に比べ石炭等火力の不落札が経年
にかかわらず少ないことや、カーボンニュートラルに向けた動きの加速に伴う検討の必要性について
一定の御理解をいただいた。一方、誘導措置は2025年度から適用予定である。その効果の確
認の必要性や安定供給と抑制量のバランスを短期と中長期で考える重要性についても御意見を
いただいた。

⚫ 毎年度の供給計画における石炭火力の設備利用率は減少傾向にある。ただし、先般の需給ひっ
迫やLNG価格の高騰の影響などを受け、その減少速度は鈍化している可能性がある。誘導措置
を強化することは、発電設備の退出意思決定にも影響を与える可能性があり、カーボンニュートラ
ルの推進に資するものである。

⚫ 一方、安定供給の観点では、供給力の新陳代謝が進むことが重要である。長期脱炭素電源オー
クションでは一定期間LNG新設・リプレースの募集を設けることで、供給力新設を推進しようとして
いる。経年火力等の減少に対し、新設供給力の追加が見込まれるかという視点が必要ではないか。

⚫ また、調整力を提供する設備が将来に亘って存在することを確認する検討の必要性が直近の供
給計画において述べられている。至近３年間の容量市場のメインオークション結果からは、調整機
能がある電源の落札量が減少している傾向も見受けられる。

⚫ 誘導措置の強化については、今後の供給力の構成と合わせた議論が重要なため、供給力の新
設動向や調整力等確保の議論の進展も踏まえ、継続的に検討することとしてはどうか。
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【参考】長期脱炭素電源オークションにおける募集量のイメージ
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制度検討作業部会 第八次中間取りまとめ
（2022年10月3日）より抜粋



【参考】長期脱炭素電源オークションにおけるLNG火力募集について
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第72回 制度検討作業部会
（2022年11月30日）資料6
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【参考】供給計画における調整力確保や状況把握に関する言及

〇 ２０２４年度以降の供給計画の在り方
１）小売電気事業について
（省略）
２）発電事業について
発電事業者に対しては、保有する供給力、調整力等の把握について、これまで以上に精緻化、高度化が求められる。特
に、２０２４年度以降、調整力公募から需給調整市場へ全面的に移行し、調整力の確保も実需給に近い断面で効率
的かつ確実な確保を図ることになる一方、年間段階の調整力の確保状況については、これまでのようには把握できなくな
る。加えて、必要な調整力は、容量市場と需給調整市場を通じて確保、維持されることになるが、至近３年間の容量市
場のメインオークション結果から、調整機能ありの電源の落札量が減少している傾向も見受けられる。
容量市場、需給調整市場では、必要な供給力、調整力（調整余力）について、市場メカニズムを活用して、広域的、
経済合理的に調達するものであるが、その仕組みが機能するためには、必要量を提供する設備が将来に亘って存在するこ
とが必要であり、供給計画の取りまとめにおいて、その確認を担えるような検討が必要である。
また、前述のとおり小売電気事業者との長期の相対契約が減少していく傾向の中で、発電事業者として、将来の相対契
約や日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）での取引を見越した燃料調達（販売予定の発電電力量）について、将来の全
国大での電力量不足による需給ひっ迫を回避するためにも、個々の発電事業者において適切に想定されているか、供給計
画の取りまとめの中で確認することも重要な視点となる。
そのため本機関としては、発電設備の新増設や休廃止の動向、個別の発電設備の供給力や、調整力、発電電力量の
把握に努めるとともに、今後の長期脱炭素電源オークションの導入で期待される揚水発電や蓄電池等の脱炭素型の調整
力の活用も含めて、中長期的な調整力確保やその状況把握に向け、国や調整力の提供事業者を含む関係事業者とも
連携しながら、必要な対策の検討を進めていく。
国においては、調整力の効率的な調達及び確保の在り方や、供給計画における各電気事業者が果たすべき役割を整
理するとともに、供給計画の届出様式の見直しも含め、具体的な対応策の検討を期待するものである。

「2023年度供給計画の取りまとめ」（電力広域的運営推進機関）より抜粋
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【参考】容量市場における調整機能あり電源の約定容量
容量市場メインオークション約定結果
（対象実需給年度：2026年度）
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【参考】石炭設備利用率の推移(供給計画より)

*各年度の供給計画における前年度の値を採録。前年度の値は供給計画提出の時点で把握可能な最新の実績値を以て計上している。
例えば2023年度供給計画の2022年度分は、記載月が4月から11月までの場合は前年度実績、記載月が12月から3月までの場合は前々
年度実績に基づき、集計されている。

*設備利用率の算定に用いる設備容量は、事業者が保有する電源のうち、その供給区域の一般送配電事業者が維持および運用する供給設
備に接続する発電所が記載されるため、休止電源を含む。
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【参考】前回の制度検討作業部会における議論
第79回 制度検討作業部会
（2023年5月25日）資料3


